
熱利用者 下水道管理者

申請 （様式１）

下水熱利用手続きフロー図

利用可

工 事 着 手

工 事 完 了

利 用 開 始

申 請 書 の 審 査

許可 （様式２）

管渠事前調査の計画

管渠事前調査の実施

行政財産使用許可申請

報 告 書 の 確 認
報告 （様式３）

申請

届 出 書 の 確 認

（申請書、 様式４、
使用料減 免申請書など）

完 了 検 査

各種占用
手 続 き

計 画 の
見 直 し

許可書、協定書の作成
計画中止

再提出

不可

利用不可

計画中止

基準不適合 基準適合

届出 （様式５）

※着手 14日前まで

申 請 書 の 審 査

届出 （様式６）

合格 ※不適合箇所
は手直し

許可更新の手続き

【次年度以降】

下水熱利用の計画、
事前協議など

占用協議

許可取得後

許可書の交付、
協定の締結

申 請 書 の 審 査
許 可 書 の 作 成

管渠使用料の支払い
利 用 継 続

①管渠使用料を算定し、許可書に添付
②下水熱利用料は３年目から徴収
③保証金は原則、減免
④使用料は許可申請日から徴収開始

①管渠使用料を算定し、許可書に添付
②３年目以降、下水熱利用料は過年度
実績を基に算定、徴収

③使用料改定のみでは、協定は変更しない

行政財産使用
許可書の交付

行政財産使用
許可申請書の提出

使用期間満了の
１箇月前まで（２月末）

管渠使用料支払い後

※申請書は局総務課で受け付け

※申請書は局総務課で受け付け


